
4 年 5 月

当施設は、作成が必要なすべての項目において作成しました。

提出不要な項目（利用者緊急連絡先一覧や緊急連絡網等）は施設

で保管し、また適宜時点修正します。

施設名 上尾市立平方北小学校

令和

避難確保計画

対象災害：水害（洪水）

上尾市版
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11  緊急連絡網 10 様式９

◆作成は行うが、提出は不要 ※個人情報を含むため適切に管理ください

②  自衛水防組織の編成と任務 14 別２

①  自衛水防組織活動要領 13 別１
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★作成を行い、上尾市へ提出

6  避難誘導／避難経路 4・5 様式４

項目 頁 様式

1

 情報収集及び伝達 3 様式３

様式２

5

15 別３

自衛水防組織を設置

する場合のみ作成

自衛水防組織を設置

しない場合のみ作成

自衛水防組織を設置

する場合のみ作成



施設職員 36 名 0 名 0

平日 休日

昼間 夜間 昼間 夜間

利用者 124 名 0 名 0 名 0 名

名 0 名

1

本計画は、本施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的としま

す（水防法第15条の３第１項に基づく）。

１．計画の目的

計画を作成及び必要に応じて見直し・修正をしたときは、遅滞なく、当該計画を市長へ報

告します。

本計画は、本施設に勤務又は利用する全ての者に適用します。

様式１

２．計画の報告

３．計画の適用範囲



✔

✔ 避難指示の発令 ✔

□ 高齢者等避難の発令

✔

□

□ 上尾市に洪水注意報

✔

□

□

□

✔ 高齢者等避難の発令 ✔

☑

□ ☑

☑ ☑

□ ☑

☑

□

☑ ✔

☑

□

□

□

□

以下の観測所で避難判断水位に到達した場合

以下の観測所で氾濫注意水位に到達した場合

【観測所一覧】

荒川 熊谷観測所

体制確立の判断時期 活動内容 対応要員

以下のいずれかに該当する場合 施設内全体の避難誘導 避難誘導要員

気象情報等の情報収集・施

設内での情報共有

（熊谷市）

以下の観測所で氾濫危険水位に到達した場合

上尾市に洪水警報

上記の観測所一覧で避難判断水位に到達した場合

上記の観測所一覧で氾濫注意水位に到達した場合
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避難誘導要員

上尾市に洪水注意報 気象情報等の情報収集・施

設内での情報共有
情報収集伝達要員

上記の観測所一覧で氾濫注意水位に到達した場合

保護者・家族等への事前連絡 情報収集伝達要員

協力者等への協力依頼 情報収集伝達要員

使用する資器材及び非常持

出品等の準備
避難誘導要員

以下のいずれかに該当する場合

使用する資器材及び非常持

出品等の準備
避難誘導要員

要配慮者の避難誘導 避難誘導要員

要配慮者の避難誘導 避難誘導要員

注

意

体

制

施設内全体の避難誘導

非

常

体

制

以下のいずれかに該当する場合

警

戒

体

制

施設内全体の避難誘導 避難誘導要員

気象情報等の情報収集・施

設内での情報共有
情報収集伝達要員

上尾市に洪水警報

上尾市に洪水注意報 保護者・家族等への事前連絡 情報収集伝達要員

協力者等への協力依頼 情報収集伝達要員

荒川 治水橋観測所 （さいたま市）

荒川 岩淵水門（上）観測所 （北区）

情報収集伝達要員

上尾市に氾濫危険情報

連絡体制及び対策本部は、以下のとおり設置し、「いつ」「誰が」「何を」するかを決め
ます 。

連絡体制及び対策本部は、以下のとおり設置し、「いつ」「誰が」「何を」するかを決め
ます 。

４．防災体制

様式２



☑ ☑ ☑

☑ ☑

☑ ☑ ☑

☑ ☑

☑ ☑

☑ ☑ ☑

・ ☑ ☑ ☑

・ ☑

・

（参考）

・気象庁/埼玉県の防災情報

・埼玉県防災情報メール

・国土交通省/川の防災情報

・埼玉県災害情報

・上尾市災害情報

・ファックスは、市と事前に調整が必要です。

収集する情報 収集方法

気象情報
テレビ ラジオ 気象庁/埼玉県の防災情報

埼玉県防災情報メール 防災行政無線

河川水位

テレビ ラジオ 気象庁/埼玉県の防災情報

国土交通省/川の防災情報 緊急速報メール（エリアメール）

ファックス

避難指示 防災行政無線

緊急安全確保

気象庁 | 埼玉県の防災情報 (jma.go.jp)

防災行政無線

避難情報 テレビ ラジオ 緊急速報メール（エリアメール）

高齢者等避難 埼玉県災害情報 上尾市災害情報 ファックス

埼玉県防災情報メール - 埼玉県 (saitama.lg.jp)

川の防災情報 - 国土交通省 (river.go.jp)

災害情報 - 埼玉県 (saitama.lg.jp)

災害時の情報伝達手段について - 上尾市Webサイト (ageo.lg.jp)
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◆ 提供される情報に加えて、施設周辺の水路や道路の状況、斜面に危険な前兆がないか

等、施設内から確認を行います。

◆ 把握した情報は、施設内関係者間で共有するとともに、注意体制下で警戒体制に移行す

る恐れがある場合、警戒体制に移行した場合には、家族等に対し「避難所へ避難する」

旨を連絡します。

◆ 災害時に電話や携帯電話がつながりにくいときは、「災害用伝言ダイヤル171」や「災

害用伝言サービス」を利用します。

以下の情報収集、伝達を行います。

５．情報収集及び伝達

様式３

https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=default&area_type=offices&area_code=110000
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0402/903-20091202-28.html
https://www.river.go.jp/index/srchrslt?td=1&kw=%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C
https://www.pref.saitama.lg.jp/kurashi/bosai/saigai/index.html
https://www.city.ageo.lg.jp/page/20200609118201.html


優先

順位

☑ 徒歩

☑ 車両 2 台

□ その他 （

ｍ

☑ 徒歩

☑ 車両 2 台

ｍ □ その他 （

☑ 徒歩

□ 車両 台

0 ｍ □ その他 （

移動距離

避難場所

（同種・協力施設等）
3

（名称）

第1団地第3グランド

（住所） ）

埼玉県上尾市大字小敷谷

858-2

1300

移動手段名称

屋内避難

（屋内安全確保）
無し － －

避難場所 1 上尾市児童館こどもの城

）

避難場所 2 上尾市立平方北小学校

）

4

15000

６．避難誘導

様式4

【避難方法】

◆事前準備

・ 利用者の特性に応じて、どのような方法で避難するかあらかじめ記載しておきます。

（要介護レベルなど利用者の特性ごとにその人数を把握した上で、避難先までの距離や経

路を考慮して、移動手段や移動に必要な機材や支援要員の人数を定めておきます。

◆避難時

・ 避難誘導班は、避難所に誘導するときは、「避難場所、移動方法・経路・距離」につい

て避難者に説明します。

・ 避難誘導にあたっては拡声器、メガホン等を活用し、先頭と最後尾に誘導員を配置しま

す。

・ 避難誘導員は、避難者が誘導員と識別できるよう誘導用ライフジャケットなどを着用し、

必要に応じて蛍光塗料を現地に塗布するなどして、避難ルートや側溝等の危険箇所を指

示します。

・ 避難する際には、事業所のブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行います。

・ 施設からの退出が概ね完了した時点において、未避難者の有無について確認します。

下記の避難場所へ避難します。

６．避難誘導

様式４



第一団地　第３グラウンド

児童館こどもの城
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避難所までの避難経路は下記の通りです。

避難経路



☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑

☑

☑ 水 ☑

☑ ☑ ☑ ☑

☑

☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑

☑

☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑

☑

携帯用拡声器

ボート

携帯カイロ

その他

備蓄品等

避

難

時

に

必

要

な

も

の

情報収集・伝達

避難誘導

テレビ ラジオ ノートPC タブレット ファックス

懐中電灯 電池 トランシーバー 充電器

電池式照明器具 ホイッスル

携帯電話 スマートフォン 携帯用バッテリー

名簿（従業員、利用者等） 案内旗

ウエットティッシュ

マスク アルコール消毒剤 除菌シート ごみ袋

災害用トイレ

ロープ

さぐり棒 蛍光材

その他

ヘルメット ライフジャケット

注射器

常備薬 消毒薬 包帯 絆創膏

施設内の

一時避難

食料（介護食）

避

難

先

で

必

要

な

も

の

点滴セット

その他

6

衛生器具

医療器具

医薬品

おむつ・お尻ふき 生理用品 タオル

寝具 上履き 防寒具

情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する施設及び資器材については、以下に示す

とおりです。これらの資器材等については、日頃からその維持管理に努めるものとします。

７．避難の確保を図るための施設の整備

様式５



4 月

5 月

5 月

5 月

5 月

月

月

4 月

5 月

10 月

3 月

避難訓練

（複数回）

○防災体制と役割分担の確認、試行

○施設から避難場所までの移動にかかる時間の計測等

実施予定月

避難確保計画

の更新
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実施予定月

施設職員の

非常参集訓練

○施設職員の緊急連絡網の試行

○連絡後、施設職員の参集にかかる時間の計測等

実施予定月

利用者への

防災教育

○水害や土砂災害の危険性や避難場所の確認

○緊急時の対応等に関する保護者・家族等への説明等

実施予定月

通所の施設

情報伝達訓練

○施設職員の緊急連絡網の試行

○保護者・家族等への情報伝達手段（メール・電話等）の確

認、情報伝達の試行等

実施予定月

保護者・家族等への引き

渡し訓練

○施設職員の緊急連絡網の試行

○連絡後、全利用者を保護者・家族等に引き渡すまでにかか

る時間の計測等

実施予定月

入所の施設

避難訓練の実施に基づき、必要に応じて避難確保計画を見直

します。

実施予定月

情報伝達訓練

○施設職員の緊急連絡網の試行

○保護者・家族等への情報伝達手段（メール・電話等）の確

認、情報伝達の試行等

施設職員への

防災教育

○避難確保計画の情報共有

○過去の被災経験や災害に対する知恵の伝承等

実施予定月

防災体制の確立・

避難確保計画の

年度版作成

情報収集伝達要員・避難誘導要員の任命や外部からの支援体

制等を確認し、避難確保計画に反映します。

実施予定月

８．防災教育及び訓練の年間計画

様式7

８．防災教育及び訓練の年間計画

様式７



　◆  自衛水防組織においては、以下のとおり訓練を実施するものとします。

① 月に新たな自衛水防組織の構成員となった施設職員を対象として

研修を実施します。


②

全構成員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施します。

　◆  自衛水防組織の報告

報告します。

毎年 月に行う全職員を対象として訓練に先立って、自衛水防組織の

　自衛水防組織を組織または変更をしたときは、遅滞なく当該事項を市町村長へ

　◆  「自衛水防組織活動要領」に基づき自衛水防組織を設置します。

毎年
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９.  自衛水防組織の業務に関する事項

様式６


